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自殺対策強化月間とは

平成 28 年４月、自殺対策基本法の改正により、国及び地方公共団体として、自

殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずることが必要であるこ
とから、自殺予防週間及び自殺対策強化月間について規定された。

【参考】自殺対策基本法抜粋

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予

防週間及び自殺対策強化月間を設ける。

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努め

るものとする。

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互

に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
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命の大切さや心身の健康についての理解と関心を深めるとともに、安全・安心な
鉄道利用を図るため、日常的に鉄道を利用する通勤者や通学生を主な対象とした街
頭キャンペーンを実施する。

主催 川越市保健所
協力 東日本旅客鉄道(株)、

西武鉄道(株)、
東武鉄道(株)、
(福)埼玉いのちの電話

日時 令和8年3月10日（火）16時30分実施予定
場所 ＪＲ川越駅、東武東上線川越駅、

本川越駅の各改札周辺
啓発品 啓発カード入りポケットティッシュ

①「命の大切さを伝える」鉄道街頭キャンペーン

令和6年度の様子
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運行バス 全１２台
放映時間 １枠１５秒
（約１２分毎に１度放映）
期間 ３月
＊応募して選出されれば実施

②シャトルバス内のデジタルサイネージの掲出（新規）
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川越市マスコットキャラクター
ときも

川越市マスコットキャラクター
ときも 嬉しい変化も…
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川越市マスコットキャラクター
ときも

川越市マスコットキャラクター
ときも

川越市マスコットキャラクター
ときも
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川越市マスコットキャラクター
ときも

相談したら
楽になった。

３月は自殺対策強化月間です。 この放映は、「川越市自殺対策計画」に基づき行っています。7



期間 ３月予定
場所 中央図書館
内容 展示ケースを利用した啓発、啓発ポスター掲出、啓発品配布

事業啓発（今年度より）
ポスター カード入りティッシュ

③中央図書館でのキャンペーン
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期間 ３月予定
場所 市内中学校、小学校、特別支援学校、市立高校
内容 中学３年生を対象に啓発品配布、啓発ポスター掲出

ポスター掲出イメージ（今年度より） ポスター カード入りティッシュ

④学校での啓発活動
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公用車 １２１台
掲出位置 公用車のドア等
期間 ３月

マグネットシート
300㎜×500㎜

現在使用しているマグネットシートの
劣化に伴い、一部を今年度再作製予定

⑤公用車への相談窓口周知用マグネットシートの掲出
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場所 川越駅東口直結コンコースの交差点上 ３箇所
枚数 ３枚
期間 ３月

横断幕 700㎜×5,000㎜

⑥駅のコンコースへの横断幕の掲出
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自殺対策事業について

啓発事業は、関係機関及び関係団体との連携協力の機会と考えております。

今後とも本市の自殺対策を推進するために、引き続き、皆さまの御協力を賜ります

ようお願いいたします。

ご提案等いただけると幸いです。
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